
申請書の書き方（表面）
（新入生・前倒し支給用）

・申請者は、保護者（親権者）等になります。
・申請者は、生徒1名に対して、その生徒の
保護者（父母等）のいずれか１名としてください。
・ここで記入していただく申請者は、
「口座振替申出書」（申請者全員が提出）、
「扶養誓約書」（該当者のみ提出）
に記入いただく申請者と同一人物
でなければいけません。

【申請区分】
該当する世帯区分のいずれか一つに、○を記入
してください。（重複して申請できません。）
→以下、世帯区分①～③と記載します。

非課税世帯で私学（通信制・専攻科除く）の
高等学校等に在学する兄弟姉妹がいる場合は、
給付額が12,200円（年額）多くなるように、上
図の⑵（私立に在学する高校生等を１人目と
して世帯区分②、国公立に在学する高校生等を
２人目以降として世帯区分③）で申請するよう
にして下さい。
※兄弟姉妹が全員国公立の場合は、どなたを②③にするかで
合計金額に差はでません。
※上記の金額は年額ですので、前倒し支給額とは異なります。

○「❶公立大学法人奈良県立大学附属高等学校奨学給付金申請書【新入生・前倒し支給用】」の書き方と、記入上の注意事項です。
○記入にあたっては、黒字のボールペンで記入してください。（消せるボールペンは使用しないでください。）
○記入誤り等は、その部分を二重線で消したうえで訂正してください。（修正テープや修正液は使用しないでください。）

【高校生との関係】
対象となる高校生と保護者等の関係について、該当
する項目を○で囲んでください。

【過去の高等学校等における在学期間】
前籍校がある場合は、＜学校名＞、＜在学期間＞、
＜課程・学科名＞、＜前籍校における給付金の受
給回数＞を記入してください。

【保護者等の所得の状況について】
以下の①～⑤のうち、該当する番号の□に☑チェック
してください。
①親権者等が父母の２人の場合
※配偶者が扶養控除により、非課税の場合も
２名分の課税証明書等の提出が必要
（省略不可）

②親権者等が、父又は母のいずれか1人の場合

③未成年後見人が保護者である場合
（未成年後見人の数も記入してください。）

④親権者、未成年後見人が存在せず、
主たる生計維持者が存在する場合

⑤上記の①～④のいずれにも該当しない場合であり、
親権者、未成年後見人又は主たる生計維持者
のいずれも存在しないとき

【保護者等の所得の状況について】
・課税証明書等を添付する ＜保護者等の氏名＞
及び＜生徒との続柄＞を記入してください。



申請書の書き方（裏面）
（新入生・前倒し支給用）

【扶養親族の状況について】
令和６年４月1日現在の世帯員に、
高校生等または15歳（中学生を除
く）以上23歳未満の申請者に扶養さ
れている兄・姉・弟・妹の有無を☑チェッ
クしてください。

○兄・姉・弟・妹がいる→（２）の
世帯全員の状況を記入してください。

○兄・姉・弟・妹がいない→（２）の
世帯状況を記入せず、
【５】確認事項を記入してください。

【確認事項について】
1～５に記載の項目について確認して
いただき、□に☑チェックをして、申請
者の氏名を記入してください。

５．給付金の受給回数はこれまでに
受給された回数を記入してください。

今回初めて申請される方…「０」

【世帯全員の状況】
上記（１）の項目で、「高校生等または15歳（中学生を
除く）以上23歳未満の兄・姉・弟・妹がいます。」と答えた方
（世帯区分③）のみ、記入してください。

・令和６年４月1日現在の状況を記入してください。

・「給付金の申請の有無」には、高校生等または15歳
（中学生を除く）以上23歳未満の、申請者（保護者
等）に扶養されている兄・姉・弟・妹の令和４年度の
奨学給付金制度への申請の有無を☑チェックしてください。

・続柄は、対象となる高校生からみた関係を記入して
ください。

●表右端の「世帯区分③に該当する扶養者★」には、
高校生等または15歳（中学生を除く）以上23歳未満の、
申請者（保護者等）に扶養されている兄・姉・弟・妹に○印
を記入してください。

●対象となる「高校生等または15歳（中学生を除く）以上
23歳未満の被扶養者」については、扶養誓約書により判断し
ます。

●ひとり親家庭の場合、兄・姉・弟・妹は、申請者に扶養
されていることが必要であり、申請者以外の者に扶養さ
れている場合は、申請区分③の兄・姉・弟・妹に該当し
ません。


